
第４次 たかさご
男女共同参画プラン

概要版

２０２６（令和８）年度～２０３０（令和１２）年度

一人ひとりの「個」を尊重した
男女共同参画社会の実現

2026（令和８）年３月

高 砂 市

調査から見る市民の意識
社会における男女の不平等感は根強い

家庭における役割分担の理想と現状のギャップ

相談は無料で、秘密は厳守します。

二次元
コード

2026（令和８）年３月　高砂市　男女共同参画センター

〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号

TEL 079-443-9133(直通）　 FAX 079-442-2229（代表）　 E-mail ： cocot@city.takasago.lg.jp

社会全体でみて「男性が優遇されている」

と感じる人は約7割を占めており、5年前

とほとんど変わっていません。

令和６年度
（n=336）

令和元年度
（n=306）
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男性が非常に優遇されている

どちらかといえば男性が優遇されている

平等である

どちらかといえば女性が優遇されている

女性が非常に優遇されている

わからない

無回答

家事の役割分担について、「夫と妻が同程度」を理想とする人が5割近いのに対して、現状では「妻」

が行っている人が多くなっています。そして、家庭内の男女の役割に対して、女性の満足感は低く、

家事、育児、介護等の家庭内での役割に負担を感じていることがうかがえます。

ひとりで
悩まないで
ひとりで
悩まないで

令和６年度
【現状】

（n=222）

令和６年度
【理想】
（n=222）
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夫 主に夫だが、
妻も分担

夫と妻が同程度 主に妻だが、
夫も分担

妻 その他の人 無回答

男性
（n=144）

女性
（n=187）
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満足している 満足していない 無回答

社会全体の平等感

家庭の家事の分担 家庭内の役割の満足感

【相談窓口】

その他の相談窓口はこちらから

第４次たかさご男女共同参画プラン本編はこちらからご覧いただけます。

毎月第４月曜日
13:00～16:00 (１人30分) 

＊第４月曜日が休日の場合は第４水曜日

女性のための法律相談

電話相談

月曜日～金曜日

9:30～12:00 / 13:00～17:00

面接相談（予約制） 

女性弁護士による面接相談（予約制） 

月曜日～金曜日

9:30～12:00 / 13:00～17:00

＊祝日、年末年始を除く

女性のための相談室

079-443-9134079-443-9134

…

…

…



基本目標基本目標

ジェンダー平等意識の浸透

基本目標基本目標 Ⅱ

あらゆる分野における
男女共同参画

あらゆる暴力の根絶

だれもが安全で
安心できる環境づくり

❶ 政策・方針決定の場への女性の参画促進

❷ 働く場における女性の活躍推進

❸ ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現

❹ 家庭生活・地域活動における男女共同参画の促進

めざす姿めざす姿めざす姿めざす姿

職場では

学校では

地域では

家族が、お互いを認め合い、
協力し合って心豊かな家庭を
築いています。

家族が、お互いを認め合い、
協力し合って心豊かな家庭を
築いています。

自分らしさを大切にし、お互
いの個性と人権を尊重する子
どもが育っています。

自分らしさを大切にし、お互
いの個性と人権を尊重する子
どもが育っています。

地域での活動に、男女が共にいきいき
と参画しています。
地域での活動に、男女が共にいきいき
と参画しています。

性別による格差が解消され、だれも
が個性や能力を発揮しています。
性別による格差が解消され、だれも
が個性や能力を発揮しています。

家庭では

❶ 困難を抱える人への支援の充実

❷ 多様性の尊重

❸ 防災における男女共同参画の推進

性別にかかわらず、互いを尊重し、対等に参画できる

社会の実現に向けて、学校や地域など身近な

場でジェンダー平等意識を育みます。
あらゆる暴力を許さない社会意識を浸透し、

ジェンダーにもとづく暴力の防止と被害者

支援に取り組みます。

困難を抱える人への支援と多様性の尊重、

防災対策など、だれもが安心して暮らせる

まちづくりに取り組みます。

あらゆる分野で、だれもが自分の

能力や個性を生かして、自らが望む多様

な生き方を選択できる社会環境づくりを

進めます。

Ⅰ
基本目標基本目標 Ⅲ

基本目標基本目標 Ⅳ

は本プランの重点課題に設定しています。

❶ ジェンダー平等の視点に立った広報・
啓発の充実

❷ 多様な選択を可能にする教育・学習
の充実

❸ 生涯にわたる健康支援

❶ あらゆる暴力の防止に向けた啓発・
教育の推進

❷ 相談体制の充実

❸ 被害者の安全の確保と自立支援
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